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市役所北側玄関横に、アーチ状のミストシャワーが設置されました。熱中症や猛
暑対策として期待されています。

６６月月定例会で可決された意見書定例会で可決された意見書

　子宮頸がん予防ワクチン接種は、４月から法制化され定期接種となり、ヒ
トパピローマウイルス（ＨＰＶ）感染に起因する子宮頸がんの予防のため、
１２歳から１６歳の女子への接種が促されてきた。
　厚生労働省によると、ワクチン販売時から今年３月末までに本ワクチン接
種による副反応は１,９６８件あり、うち重篤な症例は１０６件あったと報告されて
いる。この副反応発生率は、インフルエンザワクチンの数十倍とも言われて
いる。
　現在、国による補償体制は確立しておらず、副反応被害者が補償を受ける
には、みずから因果関係を立証しなければならないため、医師でも立証が困
難な現状では、補償を受けることは不可能に近い。
　子宮頸がん予防ワクチン接種は義務ではなく権利であること、さらにワク
チン接種による効果とリスクの正しい情報を国民に対し提供する必要があ
る。
　よって、国においては、国民の生命と健康を守るため、次の事項を実現す
るよう強く要望する。
１　子宮頸がん検診受診の重要性を国民に広く周知すること。
２　ワクチン接種対象者及び国民に対して、製薬会社からの情報だけではな
く、接種者の追跡調査等を行い、その効果と副反応情報を精査・検証する
とともに、速やかな情報提供を行うこと。

３　副反応被害者の立場に立ち、速やかな補償体制の確立と相談事業の拡充
を進めること。
　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
　　平成２５年６月２１日

綾瀬市議会議長　出　口　けい子

　衆議院議長　参議院議長　内閣総理大臣　厚生労働大臣　　あて

子宮頸がん予防ワクチン接種事業の精査・検証と副反応
被害者に対する救済体制を整えることを求める意見書

　非正規労働者の増大に伴い、地域別最低賃金制度が果たす「全ての労働者
についての最低限の賃金を保障するセーフティーネット」としての役割がま
すます重要になっている。改定に当たっては、生活保護との乖離解消のみな
らず、働くことの価値が社会的に尊重される水準を確保していくことが必要
である。
　よって、国においては、平成２５年度の神奈川県最低賃金の諮問・改定に当
たり、次の事項を実現するよう強く要望する。
１　神奈川県最低賃金の諮問・改定を早期に行うこと。
２　地域別最低賃金の改定に当たっては、生活保護との乖離解消を早期に実
現すること。

３　特定（産業別）最低賃金の改定に当たっては、法が定める役割等が果た
されるよう、その趣旨及び内容の周知徹底を強化すること。
　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
　　平成２５年６月２１日

綾瀬市議会議長　出　口　けい子

　衆議院議長　参議院議長　内閣総理大臣　厚生労働大臣
　神奈川労働局長　　あて

神奈川県最低賃金改定等に関する意見書

　本市における水害対策は行政の努力により進められているが、いまだ河川
の増水による浸水や道路冠水などの被害が発生している。
　特に近年は、大型台風やゲリラ豪雨が頻繁に発生しており、この４月にも
急速に発達した低気圧により、本市でも床上浸水や道路冠水などが発生し、
市民の安全が脅かされる状況にあった。
　県の管理である目久尻川のうち、市内部分は降雨強度、時間雨量５０ミリ対
応で既に整備が完了しており、また、蓼川も河川整備が進められているとこ
ろではあるが、前述した低気圧による時間最大雨量は、厚木土木事務所が設
置している市内の観測所で、降雨強度を超える９７ミリを記録した。
　よって、県においては、局地的な豪雨にあっても河川がはんらんすること
なく、市民が安全に暮らせるよう、目久尻川、蓼川、引地川で進めている河
川整備の早期完成と河川施設の処理能力の抜本的な向上を図るよう強く要望
する。
　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
　　平成２５年６月２１日

綾瀬市議会議長　出　口　けい子

　神奈川県知事　　あて

目久尻川、蓼川、引地川の河川施設の
整備と強化を求める意見書
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『意見書』とは
　意見書とは、広く社会一般の利益に関する事柄で、直接、議会の権利
が及ばない国などの事務について、議会としての意思をまとめた文書の
ことをいいます。
　市民の皆さんからの要望や意見を、国政や県政に反映させるため、地
方自治法第９９条「議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件に
つき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。」との規定
に基づき、国や県に対し議長が議会を代表して提出するものです。


